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執行委員長挨拶

誰も読まない挨拶は、

誰も知らない挨拶で、

ハローでもグーテンモルゲンでもボンジュールでもなく、

仮定された有機交流電燈の

そこに立ち尽くすだけの現象。

それでも何かの要因結果によって、

せわしなく明滅する ひとつの蒼い照明です。

扇橋交通労働組合

執行委員長 山名弘晃
Works by A2ki 2019 - 2025



扇橋交通労働組合 第 64回定期大会

次第

１．資格審査

２．開会宣言

３．大会議長選出

４．報告事項

① 令和 6年度活動報告

② 令和 6年度決算報告

③ 令和 6年度共済会決算報告

④ 令和 6年度会計監査報告

⑤ 令和 6年度公認クラブ活動報告及び決算報告

⑥ 質疑応答

⑦ 報告事項承認

５．審議事項

1号議案 令和 7年度運動方針案

2号議案 執行役員・職場委員人事案

3号議案 高額医療検査補助費の継続案

4号議案 令和 7年度予算案

６．大会議長解任

７．閉会宣言

Webベース・紙面ベースともに、執行部以外の組合員の個人情報は、決起会や監査等

の責任者以外を匿名としています。また定期大会中の口頭説明でも匿名といたします。

あらかじめご理解くださいますようお願い申し上げます。



令和 6年度活動報告

１．令和 6 年 10 月より令和 7 年 10 月まで原則毎月行った活動・行事

例年通り、会社とは各部署、担当者ごとに対話の場を設け、細かく話し合いとす

ることで恒常的に交渉を続けた。日常の中の些細な問題点や課題はできるだけ早期解

決をするように心がけている。今期、大きなことと言えば下記 3点の実績となる。

１．３６協定を含む支給額や手数料も据え置きのままの給与体制を続行

２．３Ｆロッカールームや駐車場等の整備アレンジ

３．新車代替交渉

２．開催・参加行事

 安全衛生委員会×12回・共済会会議×12回
 事故審議会×12回
 日交労グループ協議会定期大会 書記担当（令和 6年 10月）

 賃金控除協定書の修正に伴う会議及び再締結（令和 7年 6月）

 各個人組合員の相談対応

 タクシーセンター管轄の清掃活動（令和 7年 3月・８月）

 ロッカールーム他 各種清掃及び整備（令和 7年 7月）

 令和 7年 交通安全祈願（小岩神社 令和 7年 1月）

 春闘交渉 （令和 7年 4月）

 労使交渉 （令和 6年 11月・令和 7年 1月・3月・5月・7月・8月）

 安全マネジメント×12回
 執行部会議 （各月複数回・LINEにて）

 組合員への定期大会（令和 6年 10月）

 永年功労賞の授与(令和 6年 12月)
 日本交通グループ連絡協議会会議

（令和 6年 11月・令和 7年 2月・4月・6月・８月）

 日本交通旗開き会（令和 6年 1月）

 中労協 活動相談（令和 7年 4月）

 組合員全員へのメットライフ団体医療保険還付（令和 7年 2月）

 組合員の決起会および懇親会（令和 7年 2月～4月）

 組合員の暑気払い懇親会（令和 7年 7月～8月）

 扇橋交通内勤忘年会（令和 6年 12月）

 対象組合員への高額医療検査補助費支給(令和 6年 12月～令和 7年 8月）

 会計監査（最終会計監査 令和 7年 9月）

 第 2期オンラインマニュアル整備（令和 6年 9月～令和 7年 8月）

 扇橋 Q&A運営（令和 6年 8月～令和 7年 8月）



令和 6年度 労働組合決算報告

（令和 6年 9月～令和 7年 8月までの 12か月分）

入出金の詳細



注 1：

組合・月次収支シート（各月ごとに収支をまとめたもの）・山名出席詳細シートは表紙ＱＲコー

ドから閲覧可能です。



注２：

医療検査など個人情報に関わる情報は、定期大会資料として公にするべきではないという判

断から、【コード番号の 1 桁目のみ】と表記しました。



令和 6年度 労働組合決算報告

（令和 6年 9月～令和 7年 8月までの 12か月分）



令和 6年度 労働組合共済会決算報告

（令和 6年 9月～令和 7年 8月までの 12か月分）

注３：

共済会・月次収支シート（各月ごとに収支をまとめたもの）は、表紙ＱＲコードから閲覧できま

す。詳細は個人情報がほとんどを占めるため、閲覧はできません。



公認クラブ活動報告
令和 06 年９月 1日～令和 07 年 8 月 31 日

公認クラブの条件

１）各クラブの構成は総部員数の 6割または１０名以上の組合員を含む事とする。

２）資格は扇橋交通の社員もしくは OB に限る。（個人タクシー OK・他社乗務員 NG）

３）各クラブの部長が責任をもって運営すること。

扇橋交通 アウトドアクラブ 部長：篠崎 兼作

活動日時 活動内容

令和 7年 5月 19 日 小江戸 佐原観光

令和 7年 8月 16 日 ハゼ釣り

扇橋交通 徒歩部 部長：山名 弘晃

活動日時 活動内容

令和 7年 5月 4日 柴又帝釈天 ウォーキング

令和 7年 7月 5日 レインボーブリッジ ウォーキング

令和 7年 8月 1日 南極観測船しらせ＋ ウォーキング

ゴルフ部の組合公認昇格

ゴルフ部の部員17名（OB/職員除く）のうち13人を組合員が構成し、今後も組合

への加入促進に努めるとのことで、組合公認部とします。 部長である土屋俊介

を介し、令和 7 年 10 月より毎月 3,000 円を補助費として支給します。



公認クラブ決算報告
令和 06 年９月 1日～令和 07 年 8 月 31 日

扇橋交通 アウトドアクラブ 部長：篠崎 兼作

収入 支出

科目 金額 科目 金額

前期繰越金 454,505 佐原 小旅行 48,262

部費 60,000 釣り糸 1,408

組合補助金 36,000 ハゼ釣り 10,879

会社補助金 72,000 旅行積立金 12,000

金利 221

小計 622,726 72,549

次期繰越金 550,177

合計 622,726 622,726

扇橋交通 徒歩部 部長：山名 弘晃

収入 支出

科目 金額 科目 金額

前期繰越金 0 柴又小旅行 4,000

台場小旅行 5,000

組合補助金 36,000 船橋小旅行 5,000

会社補助金 72,000

小計 108,000 14000

次期繰越金 94,000

合計 108,000 108,000



令和 6 年度 会計監査報告
監査対象期間

一般会計 令和 6年 9月 1日 ～ 令和 7年 8月 31 日

共 済 会 令和 6年 9月 1日 ～ 令和 7年 8月 31 日

公認クラブ会計 令和 6年 9月 1日 ～ 令和 7年 8月 31 日

扇橋交通労働組合の令和 6年度会計監査を令和 7年 9月 28 日、結果有効且つ適

正にして正確なる事を認めましたのでここに報告いたします。

※監査署名・会計元本は組合事務所にて保管しています。組合員は会計内容すべてを

閲覧可能です。



審議事案

1 号議案 令和 7 年度 運動方針案

今までどおり、不当な賃下げ行為や正当な理由のない解雇など、組合員の生活を

脅かす会社の行動に対抗していきます。組成員の文化的で健康的な生活を守るために、

会社と交渉したり、また、会社と行動を共にすることは変わりません。とはいえ、決

して会社の言いなりになるわけではなく、労使ともどもプラスになるように様々な意

見や要望をもとに、1年後 3 年後 5年後の将来を計画していきます。また、我々の生

活を脅かすライドシェア問題や運賃改定など大きな業界全体の問題については、これ

まで以上に上部団体やグループ団体とともに戦います。

職場環境の向上のために組合員がやりたいことを応援します。

例えば、様々な場面での明文化や、営収、また事故違反を削減できるような施策など、

全員が無事に健康的に仕事を続けられる環境づくりを応援します。それは執行部が決

めることでもなく、組合員の一人一人が考え行動することで新しい物事は生まれます。

クラブ活動や同好会活動、交流会の発足を積極的に応援します。

無くなったクラブ活動もありますが、だからと言って新しく作ることは間違いではないで

す。共済会会則に基づく、公序良俗にそった内容であれば、組合執行委員会は予算を

随時付け、応援します。また、恒久的なクラブ活動とは別に、趣味的な交流会、勉強会と

いった集まりも応援します。

プロジェクト（分科会）を積極的に活用します。

根本的に、組合とは、執行機関の独断の場ではなく、組合員全員の場です。小さなこと

でも少人数でも、組合員の役に立つことであれば積極的にプロジェクトとしてアクティベ

ートします。親睦会といったイベント開催も単一プロジェクトとして認めます。組合員全員

にとって重要であると判断した場合は、執行機関と同様に時給も支給されます。（＊すべ

て執行部が経費監査し、規模や内容により支給額は変動します）

共済会の充実などを通じて組合員の増大を図り、組合参加を積極的に進めます。

永年勤続功労金や免停者救済、非常事態時の支援金配布、団体保険還付金配布など、

本当に頑張ったとき、本当に困ったとき、組合に参加していることで多大なメリット

を収受できる状況を広く知らしめ、組合参加者の拡大を図ります。また、ドライバー

ズマニュアルや扇橋Ｑ＆Ａをはじめとする、新入組合員のフォローアップも、できる

だけ頑張っていきたいと思います。



２号議案 執行部 執行委員・共済委員 人事案

令和７年度（令和 7年 10月～令和 8年 9月）の執行委員・共済委員を下記の通り

提案いたします。共済員は職場委員との兼務、執行委員長並びに共済委員は安全衛生

委員を兼務します。また、常時 職場委員は特に上限を持たずに募集し、次世代の執

行委員へとつなげてまいりたいと思います。

執行委員長 山名 弘晃

職場委員 高橋 政行

恩田 祥行

後藤 昌志

青木 信

門間 義之

３号議案 高額医療検査補助費の継続

前年度 周知が徹底しておらず期待値からは低い使用率だったので、補助費を継

続いたします。特定疾患のみならず、もっと幅広く検査費用の補助ができるよう

に、検査費用の上限を持たず、下記の定義で支給をします。

検査費用 下 3 桁四捨五入 ｘ ５０％

上限 5,000 円 1 年間 先着 60 名まで 1組合員 1検査のみ

例

2,450 円なら、2,000 円→1,000 円の補助金

2,520 円なら、3,000 円→1,500 円の補助金

28,000 円なら、30,000 円→上限 5,000 円の補助金



令和 7年度 労働組合 予算案



令和 7年度 扇橋交通労働組合

◆執行委員（共済委員・安全衛生委員 兼務）

執行委員長 ： 山名 弘晃

◆職場委員（共済委員・安全衛生委員 兼務）

職場委員 ： 高橋 政行

職場委員 ： 恩田 祥行

職場委員 ： 後藤 昌志

職場委員 ： 青木 信

職場委員 ： 門間 義之

◆公認クラブ部長

アウトドアクラブ ： 篠崎 兼作

徒歩部 ： 山名 弘晃

ゴルフ部 ： 土屋 俊介

【ポータルサイト】 https://ss120732.stars.ne.jp/

各種経理詳細、各執行委員の行動表などすべての詳細は組合事務所に保管しています。

ご希望であればご参照いただけます。詳しくは執行委員へお声がけください。

労使協議会について

毎月 1 回定例日を定め、春闘とは別に、その都度、組合員からの要望や会社からの要望等

を労使で話し合いをする機関です。この間柄は大切なのですが、毎月１回と決めてするには

機動力が足りません。従って現行体制よりフレキシブルに話し合いをするように切り替えて

います。今後とも継続していけるように、組合員の皆様のご協力とご理解をよろしくお願いい

たします。

共済委員会について

扇橋交通労働組合に加入する組合員の相互扶助及び信義の精神に基づき、偶発的な災禍

並びに休業について補償を給付し、併せて慶弔見舞金及び功労金の贈与に関する事項を

取り仕切っております。今後とも心を一つにして共済会の発展をよろしくお願いいたします。

事故審議会について

事故を極力少なくしていくことと、実際に起きた事故の内容及びその事後処理の正当性など

を会社と組合が審議する会です。毎月１度、事後進行形の事故内容を確かめて行っており

ます。ご意見ご要望がありましたらご連絡ください。


